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改正物流法の経緯と概要について

●国内貨物輸送の６割を担う営業用トラック

 輸送の持続的成長が必要

●ドライバー不足問題への対応には、働き方
改革により、他産業並みの労働時間と賃金
水準など労働条件の改善が不可欠

●物流現場での働き方改革には、物流の取
引条件の見直しが必要

■法改正により全ての荷主と物流事業者

に物流効率化への対応が義務に
（努力義務を含む）

新
物
流
効
率
化
法

改
正
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法

荷主・物流事業者に対する
規制的措置

トラック事業者の取引に関する
規制的措置

取り組むべき措置 効果(KPI)

荷待ち時間の短縮 年間ドライバー
１人当たり

125時間荷役等時間の短縮

積載効率の向上等 16％向上

●運送契約の締結時に、書面交付を
  義務付け
●実運送体制管理簿の作成 と
     元請情報の通知を義務付け
●健全化措置の努力義務化とあわせて、
運送利用管理規程の作成・運送利用
管理者の選任を義務付け

3



・改正物流法の経緯と概要について

・改正貨物⾃動⾞運送事業法について

・新物効法について

目 次

4



5

トラック運送事業者に対する規制的措置



③健全化措置

利用運送量の多い事業者には
運送利用管理規程の作成や
管理者の選任義務 あり

解説書 P8

6

トラック運送事業者に対する規制的措置の概要①

①書面交付義務
②実運送体制管理簿
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書面交付義務について①



書面交付義務について②

メール、FAXでも可

メール、FAXでも可
メール、FAXでも可

メール、FAXでも可
メール、FAXでも可 メール、FAXでも可

解説書 P12,13
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① 運送の役務の内容及び対価

② 運送契約に運送の役務以外の役務
（荷役作業、附帯業務等）が含まれる
場合には、その内容及び対価

③ その他特別に生じる費用に係る料金
（例：有料道路利用料、燃料サーチャージなど）

④ 運送契約の当事者の氏名又は名称
及び住所

⑤ 運賃・料金の支払方法

⑥ 書面の交付年月日

【交付書面の記載事項】

紙（書面）だけでなく

メールでも、ＦＡＸでも可

これまで使用していた様式を
活用することも可

（不足項目があれば対応が必要）

解説書 P14

書面交付義務について③
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荷主⇔運送事業者間における参考様式（１２条に基づく書面交付の参考様式）

書面交付義務について④
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運送事業者⇔運送事業者間における参考様式（２４条に基づく書面交付の参考様式）

書面交付義務について⑤
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書面様式例の掲載場所

!
!
!

書面交付義務について⑥
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荷主→運送事業者宛ての運送依頼メール 運送事業者→荷主宛ての運送依頼受託メール

電子メールによる場合のサンプル（国交省Q&Aの内容を全ト協で一部加工）

13

書面交付義務について⑦



問2-6 運送契約を締結する時点で法定の記載事項はすべて網羅していなければいけませんか。

問2-6-2 問2-6の場合、書⾯の保存期間の考え⽅はどのようになりますか。

問2-8 有料道路利⽤料について、交付書⾯には通⾏予定の有料道路の利⽤料を記載していたところ、当⽇の道
路状況により通⾏区間を変更したため、利⽤料が予定していた額と異なるものになりました。このとき、実際に
要した有料道路利⽤料について改めて書⾯を交付する必要はありますか。

よくある質問例 （国土交通省作成 改正貨物自動車運送事業法 Ｑ＆Ａより抜粋）

答 運送契約締結時に未定の事項がある場合（例えば附帯業務の有無など）、当該事項以外の事項について書⾯
交付を⾏い、後⽇内容が決定した時点で、その内容について記載した書⾯を別途交付するという対応をとること
については問題ありません。この場合、当初交付した書⾯（以下「当初書⾯」という。）と後⽇交付した書⾯
（以下「後⽇書⾯」という。）の関連性を確認できるようにしておく必要があります。また、後⽇交付する書⾯
については、遅くとも運送が⾏われる前には交付しなければなりません。

答 後⽇書⾯の交付をもって書⾯交付義務が完全に履⾏されたものと考えられますので、当初書⾯も含めて、後
⽇書⾯を交付した⽇から１年間保存する必要があります。

答 実際に要した有料道路利⽤料について改めて書⾯を交付する必要はありませんが、運賃・料⾦等について変
更が⽣じた場合の取扱いについては、運送契約の締結時にあらかじめ取り決めておくことが望ましいです。

Q&A P4,5
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書面交付義務について⑧



問2-10 基本契約書を交付していれば、⽇々の運送依頼について書⾯交付は不要でしょうか。

答 法定事項が基本契約書で網羅されていれば、⽇々の運送依頼について書⾯交付は不要ですが、例えば、附帯
業務の有無が運送ごとに異なり、各運送依頼時にその有無が確定するような場合には、それぞれの運送依頼ごと
に当該附帯業務の有無等について記載した書⾯を交付する必要があります。

（出典） 全ト協「トラック運送業における契約書面化の基礎知識」P32、P72

Q&A P5
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書面交付義務について⑨

（基本契約書 例） （覚書 例）



問2-24 印紙税の取扱いはどのようになりますか。

答 改正トラック法に基づき交付する書⾯が印紙税法上の課税⽂書になるか否かは、当事者間において運送契約
の成⽴を証する⽬的で作成する⽂書に該当するか否かにより判断することとなります。

この点、契約とは申込みと承諾によって成⽴するものであるため、契約の申込事実を記載した申込書、注⽂書、
依頼書などは、通常、印紙税の課税対象にはなりません。つまり、改正トラック法第12条第１項⼜は第24条第２
項に基づき、委託元から委託先に対して運送申込書を交付する場合は、基本的に印紙税の課税対象にはなりませ
ん（ただし、（※１）に該当する場合は課税対象となる）。

他⽅で、トラック事業者が荷主から貨物の運送を引き受けた際に荷主に交付する⽂書で、その⽂書に運送物品
の種類、数量、運賃、発地、着地等運送契約の成⽴の事実を証する事実が具体的に記載され、貨物運送引受けの
証としているものは、その⽂書の標題のいかんにかかわらず、運送に関する契約書として印紙税の課税対象とな
ります（※２）。

つまり、改正トラック法第12条第１項に基づき、委託先から委託元に対して例えばＰ６（本説明資料ではＰ５）の
ような運送引受書を書⾯で交付する場合、当該引受書は「運送契約の成⽴を証する⽬的で作成する⽂書」に該当
し、印紙税の課税対象となります。

なお、電⼦メールやファックス等の電磁的⽅法による場合には、課税物件は存在しないことになりますので、
印紙税の課税対象にはなりません。

（※１）委託元から委託先に対して運送申込書を交付する場合であっても、例えば・契約当事者の間の基本契約書等に基づく申込みであること
が記載されていて、⼀⽅の申込みにより⾃動的に契約が成⽴することとなっている場合における当該申込書・⾒積書その他の契約の相⼿⽅当事
者の作成した⽂書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書・契約当事者双⽅の署名⼜は押印があるものなどについては、「運
送契約の成⽴を証する⽬的で作成する⽂書」に該当し、印紙税の課税対象となります。

（※２）貨物の運送に関して作成される⽂書に対する印紙税の取扱いが国税庁ウェブサイトで整理されていますので、参考にしてください。
【国税庁ウェブサイトURL】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/11/05.htm

3/31時点版 Q&A P12

16

書面交付義務について⑩



システム構成
クラウド上にサーバを保有し、その環境下で本システムを稼働。
本システムは、Webアプリケーション（WEBブラウザで動作
するアプリ）で実現する。

動作環境
ＯＳ：Windows11
ブラウザ：GoogleChrome、MicrosoftEdge（その他は動作保証外）
種別：パソコンに該当するもの（スマホやタブレットは対象外）

スケジュール
・令和7年7⽉以降、利⽤申込みのあった会員事業者に対してア
プリケーションを提供予定。
・都道府県ト協トラック協会から会員事業者にアカウントを発⾏。
・本格的な運⽤前に経営改善・ＤＸ委員会委員・⻘年部会を対象
にテスト運⽤を実施予定。

・貨物⾃動⾞運送事業法の改正により運送契約の締結に際して、運送サービス（附帯業務
等も含む）の内容やその対価等について記載した書⾯交付が令和7年4⽉より義務化さ
れた。
・運賃・料⾦未定の状態での配送が商慣習として成⽴していたが、今後は事前に契約内容
の確認が必要となるため、運送契約を効率的に得意先と取り交わすアプリケーションを
会員事業者に無償で提供する。

書面化アプリケーションの提供について

17

システム⼊⼒画⾯イメージ
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実運送体制管理簿①



実運送体制管理簿②

管理簿作成義務 情報通知義務

管理簿作成義務 ■作成義務が⽣じるのは、
事業者の規模にかかわらず、
真荷主から引き受けた貨物の運送について、
⼀部でも他の貨物⾃動⾞運送事業者の⾏う
運送を利⽤した場合に、
真荷主から貨物の運送を引き受けた
元請事業者が作成することとなります。

解説書 P22
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参考様式 こちらの様式も全ト協ホームページからダウンロード可能です。
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実運送体制管理簿③



次数の数え方

21

実運送体制管理簿④



実運送事業者情報の通知項目

① 実運送事業者の名称/商号
② 運送区間
③ 貨物の内容
④ 請負次数

元請情報の通知項目

① 元請事業者の連絡先（名称を含む）
② 真荷主の名称
③ 委託先の請負次数

２４条に基づく書面交付の参考様式情報通知義務

解説書 P23
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実運送体制管理簿⑤
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問4-10 問4-1について「真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に⾄るまでの
⼀連の委託関係が明らかとなっている場合」とは、どのような状況を⾔うのでしょうか。

問4-10-3 問4-10について、利⽤運送先の貨物⾃動⾞運送事業者を特定少数に限定している場合も対象になり
ますか。

問4-14 実運送体制管理簿はいつまでに作成すればよいでしょうか。

答 系列化等により下請構造が固定化されている場合など、真荷主から貨物の運送を引き受ける時点で、当該貨
物の運送について、実運送を⾏う貨物⾃動⾞運送事業者やそこに⾄るまでの委託関係（下請構造）が明らかに
なっている場合を指します。
このような場合、真荷主及び元請事業者はともに実運送事業者とその請負階層についてあらかじめ把握してい

る状態となるため、⼀度実運送体制管理簿を作成すれば、それ以降に⾏う当該真荷主に係る貨物の運送について
は、当該実運送体制管理簿に記録する必要はありません。
ただし、委託関係（下請構造）や実運送事業者が異なる運送を⾏った場合には、当該運送について実運送体制

管理簿に記録しなければなりません。

答 利⽤運送先の貨物⾃動⾞運送事業者が⼀者でない場合であっても、貨物の種類や運送区間等に応じて利⽤運
送先を使い分けているなど、真荷主から貨物の運送を引き受ける時点で、実運送事業者及びその請負階層が実質
的に特定できるような場合には、貨物の運送ごとの記録は要しません。
他⽅で、利⽤運送先の貨物⾃動⾞運送事業者を特定少数に限定していたとしても、荷主から貨物の運送を引き

受ける時点で、実運送を⾏う貨物⾃動⾞運送事業者及びその請負階層が特定されないような場合には、貨物の運
送ごとに実運送体制管理簿に記録する必要があります。

答 作成期限について具体的な定めはありませんが、運送完了後遅滞なく作成することが望ましいです。なお、
例えば⼀⽉分をまとめて当該⽉の末⽇や翌⽉初めに作成するという対応をとることについては特に問題ないもの
と考えられます。

よくある質問例 （国土交通省作成 改正貨物自動車運送事業法 Ｑ＆Ａより抜粋） Q&A P20,21,22
Q&A P17
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実運送体制管理簿⑥
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健全化措置（努力義務①）
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健全化措置（努力義務②）

１

１

２

解説書 P18
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・改正物流法の経緯と概要について

・改正貨物⾃動⾞運送事業法について

・新物流効率化法について

目 次
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具体的な目標

主に発荷主 主に着荷主

倉庫 港湾 航空 鉄道

第１種荷主 第２種荷主

貨物自動車関連事業者

フランチャイズチェーン本部

荷待ち時間の短縮

荷役等時間の短縮荷役等時間の短縮

積載効率の向上

荷待ち時間の短縮

積載効率の向上

貨物自動車運送事業者

特定第1種荷主
取扱量９万トン以上【予定】
中長期計画・定期報告【義務】
物流統括管理者の選任【義務】

積載効率の向上

荷待ち時間の短縮

荷役等時間の短縮

特定事業者
保管量70万トン以上【予定】
中長期計画・定期報告【義務】

特定事業者
保有⾞両150台以上【予定】
中長期計画・定期報告【義務】

連鎖化事業者

新物流効率化法 規制的措置の全体像

実効性の確保
のための事項全ての事業者 関係事業者間での連携推進 等

特定第2種荷主
取扱量９万トン以上【予定】
中長期計画・定期報告【義務】
物流統括管理者の選任【義務】

特定連鎖化事業者
取扱量９万トン以上【予定】
中長期計画・定期報告【義務】
物流統括管理者の選任【義務】
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積載効率の向上

荷待ち時間の短縮

荷役等時間の短縮

125時間
/年・人
短縮

＋

16％
向上

積載効率の向上

荷待ち時間の短縮

荷役等時間の短縮



l 配車・運行計画の最適化

l 適切なリードタイムの確保 
l 貨物の出入荷量の適正化

l 配車計画又は運行経路の最適化
l 部門間の連携を促進

l 貨物の入出荷時の日時等を分散
l トラックの到着日時を調整

l 寄託先における貨物の受渡しを行う日時を分散

l 荷役等の効率化を図る
l 検査の効率化を図る

l 荷役等を円滑に行うことができる環境を整える

積載効率の向上

荷待ち時間の短縮

荷役等時間の短縮

国が示している取組内容

l 配送の共同化

l 輸送量に応じた大型車両の導入

l 複数の荷主の貨物の積み合わせ、輸送網の集約

l 復荷（帰り荷）の確保による実車率の向上

荷主（発荷主・着荷主）の取組が進まなければ、貨物⾃動⾞運送事業者の取組が進むことは困難

⇒ 荷主（発荷主・着荷主）の取組促進が重要

積載効率の向上

貨物自動車運送事業者 荷主（発荷主・着荷主）
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出典 ： 国土交通省作成 荷主向け改正物流効率化法の説明会資料 29

荷主（発荷主・着荷主）の判断基準の簡易チェックリスト



日本商工会議所作成パンフレット

30
（出典） 日本商工会議所ホームページ 中小企業向け改正物効法の施行に伴う周知チラシ

「すべての荷主企業の皆様へ！物流危機を乗り越えるため、協力して物流効率化に取り組みましょう！」を作成・公表
https://www.jcci.or.jp/news/jcci/2025/0324155318.html



経済産業省作成パンフレット国土交通省作成パンフレット
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全ト協 新物流効率化法ページ
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まとめ

全てのトラック事業者

一定規模以上の事業者

前年度利用運送量100万ｔ以上 保有車両台数１５０台以上

p 積載効率の向上等の取り組みに関する   
p 中長期計画の策定と定期報告

p 運送利用管理規程の策定
p 運送利用管理者の選任

上記項目に加え、規模に応じて下記の
義務が課せられます。

令和８年４月から

元請の立場で取引をする場合 元請以外の立場で取引をする場合

p 荷主への書面（運送引受書）の交付
（荷主との相互交付）

p 委託先事業者への書面（運送申込書）の交付

p 委託先への健全化措置（発注の適正化）

p 実運送体制管理簿の作成 p 実運送情報の通知（実運送した場合、元請事業者へ）

p 元請情報等の通知（再委託する場合、委託先へ）

p 積載効率の向上等の取り組み

p 荷待時間・荷役時間等の記録

荷  主 元  請 １次請 n次請 荷  主 元  請 １次請 n次請

義務

努力義務

義務

義務

義務

義務

義務

義務

努力義務
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